
「工賃向上計画」を
推進するための 
基本的な指針
（H24.4.11 厚生労
働省） 

「広島県工賃向上に向けた取組」の概要 

 

 

１ 趣旨 

  第３期広島県障害福祉計画（平成24年度～26年度）で方向性を示した工賃向上についての取組を具

体化するため，「広島県工賃向上に向けた取組」(以下「取組」という。）を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対象期間  

平成 24年度から平成 26年度 

 

３ 対象事業所 

原則として就労継続支援Ｂ型事業所 

（但し，就労継続支援Ａ型事業所，生活介護事業所，地域活動支援センターのうち，「工賃向上計画」

を作成し，工賃の向上に意欲的に取り組む事業所は，工賃向上支援策の対象とする。） 

 

４ 目標工賃及び設定理由 

（１）設定目標額 

 

 

（２）設定理由 

設定に当たっては，各事業所の工賃額の現状及び今後３年間の目標額を盛り込んで作成した工賃向

上計画の内容と，今後県が取り組んでいく施策等を鑑み，上記の額とした。 

 

（３）県工賃額の推移等 

平均 

月額 

工賃 

（円） 

実 績 見込み 目 標 

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

12,419 12,942 12,752 13,291 13,474 14,221 
16,000 

 (16,006) 

17,300 

(17,244) 

18,700 

(18,616) 

       ※24年度～26年度の目標額の下段（  ）内は，各事業所から提出された目標額の積上げ平均値 

  

 

○24年度：16,000円    ○25年度：17,300円    ○26年度：18,700円 

広島県工賃向上に向けた取組 

 
工賃向上計画の作成 

・各年度の目標工賃 

・各年度に取組む具体的方策 

 提出 

・企業への
協力依頼 

・官公需の
拡大 等 

・各年度の目標工賃 

・各年度に取組む具体的方策 

事業所 市町 支援 

第３期広島県障害福祉計画 

 

県 

工賃向上について，障害者の経済

的自立が可能となる収入確保を目

指す取組みを進めることとし，今

後取り組む施策の方向性を提示。 

 

 

支援 

国 

具体化 



５ 目標達成のために県として取り組む主な方策 

(1) 
事業所の体制づく

り・意識改革の推進 

・経営感覚獲得事業（事業所運営者研修） 

・他事業所との交換研修や派遣研修，活動事例の紹介 

・工賃向上計画の策定・実施支援          

(2) 
事業所の営業力・ 

経営力の強化 

・経営手法導入支援事業（経営コンサルタント派遣）  

・事業所職員向け企画・開発力，営業力スキルアップ事業  

・専門家の派遣指導（製品やサービスの技術指導，開発支援，相談）                      

(3) 販路拡大の支援 

・「Ｓ－１フェスティバルひろしま（仮称）」の開催 

・共同受注窓口の体制整備 

・優先発注制度の促進               

(4) 
地域・企業との連携支

援 

・市町の支援協力依頼（各市町による取組内容を公表等） 

・企業と県の連携協定事業の活用 

・企業への広報，啓蒙事業 

・企業・官公庁と事業所との合同商談会の開催    

(5) 施設・設備整備に関する各種制度の活用推進 

  

６ 目標額の進捗管理等 

平成 26 年度までの各年度について該当する事業所の工賃実績を調査し，達成状況を県ホームページ

等で公表する。また，経済や雇用の状況により，必要に応じて取組の見直しを行う。 

 


